
（２）ゾーニング 

 

【解 説】 

1. 基本的な考え方 

水田の畑地化におけるゾーニングとは、基盤整備のコスト・手間の縮減、整備後の畑作

物の生産性の確保等の観点から、畑地化に適した区域の選定を行うものである。 

畑地化区域のゾーニングに当たっては、対象ほ場である現況水田が「水稲に適した田」、

「汎用化適合区域」及び「畑地化適合区域」のいずれに該当するか、ほ場の排水性、水利条

件等に基づき適切に判断することが重要である。 

 

2. 畑地化区域のゾーニングの流れについて 

畑地化区域のゾーニングは、「水稲に適した田及び畑作導入可能区域の選定フローチャー

ト」（以下「フローチャート」という。）に基づき、対象ほ場を区分し、畑地化に適している

かどうかの判断をする。 

 

(1) 「水稲に適した田」と「畑作導入可能区域」の区分（フローチャート 1/2） 

対象ほ場である現況水田について、ほ場の排水性を勘案し、「水稲に適した田」と「畑作

導入可能区域」のいずれに該当するか、判断する。 

 

(2) 「汎用化適合区域」と「畑地化適合区域」の区分（フローチャート 2/2） 

上記①で「畑作導入可能区域」と判断されたほ場について、水利条件、畑地化の実現性、

畑地化後の周辺環境への影響の有無及び農地の集積・集約化への支障の有無を勘案し、「汎

用化適合区域」と「畑地化適合区域」のいずれに該当するか、判断する。 

 

 

3. 畑地化区域のゾーニングに当たって配慮すべき事項 

1) 小規模な畑地化 

小規模な畑地化の場合は、近隣のほ場や民家に対する農薬や表土の飛散の影響等を考慮

して、ゾーニングを行う。 

 

2) 大規模な畑地化 

水田の畑地化は、「ほ場整備実施時に一部又は全部の区域を畑地化する場合」については、

例えば、100ha規模のほ場整備において、水田の大宗を汎用化し、数 haを畑地化するとい

水田の畑地化に当たっては、基盤整備のコスト・手間の縮減、畑作物の生産性の確保等

を図るという観点から、整備に適した区域の選定（ゾーニング）が重要である。 

畑地化区域のゾーニングは、①水稲に適した田と畑作導入可能区域の区分、②汎用化

適合区域と畑地化適合区域の区分、の２段階からなり、ほ場の排水性、水利条件等に基づ

き、対象ほ場が畑地化に適しているかどうかの判断を行う。 
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ったケースや、数 ha規模のほ場整備において、その全部を畑地化するといったケースが想

定される。 

また、「既にほ場整備実施済みの地区で、畑地化に適した区域を選定して基盤整備を行う

場合」や「ほ場整備未実施の地区で、荒廃農地も含めて水田を畑地化する場合」等におい

ては、地域一帯の水田の一部や中山間地域において数 haを畑地化するといったケースが想

定される。 

いずれについても、本手引きにおいては、水田地域における従来の水稲作と畑作のバラ

ンスを大きく変える規模の畑地化の取組は想定していない。 

ただし、仮に、地域一帯の水田利用のバランスを大きく変えるような大規模な畑地化に

取り組む場合には、以下の事項に配慮する必要がある。 

①  環境との調和（生態系、景観、水質）への配慮※1 

畑地化に伴う生態系、景観、水質への影響としては、工事中の濁水流出、断水、土の移動

等だけでなく、畑地化後のほ場の変化（水田時に比べてほ場が乾燥状態となること等）や

営農段階における肥培管理の変化による影響が挙げられる。 

このため、ゾーニングに当たっては、地域の生態系を保全する上で注目すべき生物、重

要となる生息・生育環境、保全すべき景観、水質への影響を勘案した上で、畑地化の区域

を選定する必要がある。 

②  防災面への配慮 

水田の畑地化では、畑作物の湿害を防ぐため、降雨による地表水がほ場面に残留しない

ように畦畔を除去し耕盤を破砕することから、従前の水田が有していた雨水貯留機能の観

点からはマイナスの影響をもたらすおそれがある。 

このため、特に、排水改良を実施済みの地区又は排水改良に向けた事業計画地区におい

ては、当該地域における水田の雨水貯留機能への影響に留意し、事業計画を検討する必要

がある。 

 

なお、治水に係る施策との不整合を来すことがないよう、立地条件等に応じ、資料収集

の段階で、河川管理者による遊水地の整備や特定都市河川法に基づく貯留機能保全区域※2

の指定等の構想、計画等を確認する必要がある。 

  

※1 「環境との調和に配慮した事業実施のための調査計画・設計の手引き（第３編）『ほ場整備（水田・

畑）』」、後述「２（４）オ 環境との調和への配慮」等を参照。 

※2 貯留機能保全区域：河川沿いの低地や流域内の窪地などの土地について、土地の所有者の同意を

得た上で都道府県知事等が指定できることとされており、当該区域では、機能を阻害するおそれの

ある行為（盛土等）に対する届出が義務付けされる。 
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［補足：近年の畑地化実施地区の分類について］ 

近年の畑地化実施地区は、当該地域において畑地化された水田の位置・特徴から、以

下の５分類に大別される。 

Ａ：畑地帯の中に点在する水田   Ｄ：水田地域内部の一部の水田 

Ｂ：中山間地の谷地田       Ｅ：水田地域の全体 

Ｃ：水田地域端部の小区画水田 

 

  

  

 

 

 

畑地化区域のゾーニングに当たっては、本解説及び上記事例を踏まえつつ、地域の実

情に応じて、畑地化に適していると判断される区域を選定することが重要である。 
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水稲に適した田及び畑作導入可能区域の選定フローチャート（１／２） 

 

地

下

排

水

 土壌や地下水位の調査結果、土壌タイプが下記①～⑧のいずれにも該当し

 ない、かつ、降雨後７日以降の地下水位が地表面下30cm以深であるなど、

 暗渠排水等の地下排水対策を行わずに畑作導入が可能

　① 多湿黒ボク土　② 黒ボクグライ土　③ 灰色台地土　④ グライ台地土
　⑤ 灰色低地土　　⑥ グライ土　　　　⑦ 黒泥土　　　⑧ 泥炭土

はい いいえ

はい いいえ

 技術面及び費用対効果の観点から、下記
 の対策等により乾田化が可能

 a)本暗渠　　b)砂客土　　c)心土破砕

はい いいえ

 技術面及び費用対効果の観点から、下記の対策等により
 地表排水の改善が可能

 a)畦畔に溝を切る等により深い落水口を施工

 b)畝立てによる田面からの落差の確保

 c)ポンプによる強制排水

いいえ

 d)客土に伴う田面及び畦畔の嵩上げによる落差の確保

はい

 (1) ほ場の排水性に基づき対象ほ場を「水稲に適した田」と「畑作導入可能区域」に区分

基盤整備による対策

営農作業による対策

ほ

場

の

排

水

性

降

雨

時

湛

水

状

況

はい いいえ

 技術面及び費用対効果の観点から、下記の対策等により「４時間
 雨量４時間排除」を実現可能

 a)現況排水路の改修による通水能力の拡大

 b)排水系統の変更（通水能力に余裕のある水路への切り替え）

 c)新規水路の増設

 d)ポンプによる機械排水

いいえ

はい

地

表

排

水

 明渠による地表排水が機能しやすいように、落水口が田面から深い位置※に
 設置されている

 ※田面下30cm以深を推奨（現地計測により確認）

はい いいえ

START

当該水田で本暗渠が設置され、乾田化している

水稲に適した田畑作導入可能区域（フロー(2)へ）

降雨時、速やかにほ場排水が可能であり、湛水被害が頻繁に生じる状況ではない

（既存資料や地元聴き取り等により確認）

11



水稲に適した田及び畑作導入可能区域の選定フローチャート（２／２） 

 

農業用水を

供給可能

どちらにも

該当しない

 技術面及び費用対効果の観点から、下記の対策等によ
 り除礫が可能

いいえ
 a)排除集積工法（排除した石礫を搬出・集積）
 b)排除埋込工法（排除した石礫を他の農地に埋込）
 c)クラッシング工法（石礫を細砕し、作土と混合）

水

利

条

件

（

用

水

供

給

・

水

質

）

いいえ

はい

用水供給を

必要としない

はい

畑

地

化

後

の

周

辺

環

境

へ

の

影

響

の

有

無

いいえ

はい

農

地

の

集

積

・

集

約

化

へ

の

支

障

の

有

無
はい いいえ

土

層

改

良

に

係

る

経

済

性

客

土

・

混

層

耕

ほ

か

いいえ

はい

除

礫

を

要

す

る

場

合

はい

いいえ

 (2) 導入作物、水利条件、土層改良に係る経済性、畑地化後の周辺環境への影響の有無及
 　び農地の集積・集約化への支障の有無に基づき「畑作導入可能区域」を「汎用化適合区
 　域」と「畑地化適合区域」に区分

基盤整備による対策

導

入

作

物

いいえ

はい

畑作導入可能区域

汎用化適合区域

導入作物の栽培に当たって、農業用水の水質（主に塩

類濃度）に問題ない

畑地化適合区域

地域の振興作物、確立されたブランド又はブランド化

を推進している品目があるなど、復田を想定せず、畑

地化後の採算が期待できる

耐塩性の強い

麦類等への転

作を検討

導入作物の栽培に当たって、有効土層中の石礫による

農作業への支障及び畑作物の生育阻害のおそれがない

畑地化後に、近隣の住宅や農地への表土（砂埃）及び農薬が

飛散するなど、周辺環境への影響を及ぼすおそれがない、又

は、何らかの対策により影響を軽減・回避できる

畑地化に伴い、水田地域で虫食い状に畑地が点在するなど、

担い手への農地の集積・集約化に支障が生じるおそれがない

導入作物の栽培に当たって、客土、混層耕等を必要と

しない、又は、これらの対策が必要な場合でも技術面

及び費用対効果の観点から実施可能である

導入作物の栽培に当たって、用水供給を必要としない、

又は、農業用水を供給可能である
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